
質問事項 

（1）火葬場を環境問題として、し尿処理やゴミ処理が同じ担当課になっている。 

人間の尊厳に対して、町は畏敬の念で見送るのが常識ではないか。せめて、火

葬場は住民税務課が受け持つべきではないか。 

【回答】 

  「墓地、埋葬等に関する法律」において、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋

葬等は、国民の宗教的感情に適し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支

障なく行われることを目的とする。と規定されていることから、公衆衛生の担当課

である農林環境課を担当課としておりますので、ご理解いただきたいと考えており

ます。 

 

第 1条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感

情に適し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目

的とする。 

 

（2）ビールのホップ栽培、クアハウスが、どれだけ町に貢献しているのか、聞かせ

て欲しい。 

【回答】 

    ホップの栽培面積は、取組みが始まった平成２７年度の約２８アールから令和５

年度には約１．４ヘクタールと約５倍、収穫量もピーク時には約１６倍に増加して

いることから、農家にとって経営多角化の選択肢となる取組みと認識しています。 

また、収穫体験や、全国各地で与謝野町産ホップを使ったビールが販売されてお

り、ホップ産地として与謝野町の認知度向上に繋がり、更には町内にビール醸造所

ができ６次産業化の一例となっていることから、地域内経済循環にも貢献できてい

るものと認識しています。 

クアハウス岩滝については、平成５年１１月の供用開始以降、延べ約４００万人

の方にご利用いただいており、統計的に見ますと、この内約１５４万人の町民の方

が利用していただいていると考えております。 

本施設は、これまで町民の健康増進及び町の観光施策（町の活性化）に大きな役

割を果たしてきたことは言うまでもございません。数字的な根拠を示すのは大変難



しいですが、町民の財産である「温泉」を活用した、生活習慣病の予防・改善、健

康回復、健康寿命延伸など、大きく寄与しているものと考えておりますし、利用者

にとっては欠かせない施設になっています。 

今後につきましても、利用者の利便性の向上と集客数の増加を図り、健康増進施

設として役割を果たして行く必要があるものと考えております。 

 

（3）防災品について、町政懇談会で質問した。町長は後日回答すると言ったが回答

がない。回答がいただきたい。 

【回答】 

対応が遅れて申し訳ありませんでしたが、１２月２日付で回答させていただき

ました。 

 

（4）アパート暮らしの町内の人に、空家に住んでもらうことも考えていないのか。 

【回答】 

アパート暮らしの町民の方が、町内の空き家への転居を希望される場合には、本

町が運用している空き家バンク制度は、移住定住を検討している方だけでなく、町

民の方が町内の転居先を探す場合でも利用いただけますので、当該制度を案内した

いと考えています。 

  なお、空き家バンク登録物件は、ホームページ（京都府北部７市町移住定住サイ

ト たんたんターン等）で公開しており、内見等のご相談は「よさの移住・定住サ

ポート総合窓口（※）」で、電話、メール、ｗｅｂ等で対応しています。 

  ※よさの移住・定住サポート総合窓口 

電話番号 0772-43-9012（sangyokanko@town.yosano.lg.jp） 

開設日等 月曜から金曜まで（祝日を除く）8:30～17:15 

 

（5）今、与謝野町では、何人アドバイザーを雇って、全部でいくら払っているのか。

また、その方たちと、どの程度の頻度で接触はされているのか。 

【回答】 

  令和６年度については、７名のアドバイザーご協力いただいており、国や府から

の財源措置を受け、約７６０万円程度の支出を行っております。 

   頻度につきましては、年数回程度の方から、月２回程度の方があります。 



 

（6）行政にいる若い職員も夜遅くまで働いている。環境を変えなければ行政は変わ

らない。事務の効率化を図ることで、業務の効率化を図る努力をしているのか。 

【回答】 

 業務のＤＸ化や事務の簡素化など、各課で事務の効率化を一定図っていますが、

現在も時間外勤務が多い部署はあり、課題だと考えております。より一層の事務の

効率化含め、今後も残業の縮減に努めてまいります。 

 

（7）有線テレビ（FM告知）で、日付、行事名の順番で放送されるが、行事名、日付

の順番で言ってもらえると日時をメモできるので変更できないか。 

【回答】 

   冒頭の一文を現行の「〇月〇日〇曜日与謝野町役場からお知らせします」から

「〇月〇日〇曜日与謝野町役場から（行事名）についてお知らせします」に変更

することします（本文は現行どおり日付・場所・行事名の順番）。 

なお、FM 告知機は放送内容を録音していますので、放送終了後でも確認するこ

とができます。ぜひご利用ください。 


